
告

示 

埼
玉
県
告
示
第
三
百
三
十
五
号 

 
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
八
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規

定
に
よ
る
意
見
の
概
要
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、
及
び
当
該
意
見
を
次

の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

令
和
二
年
四
月
七
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

一 

意
見
の
概
要 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

イ
オ
ン
モ
ー
ル
上
尾 

 
 

 

埼
玉
県
上
尾
市
愛
宕
三
丁
目
千
八
百
八
番
一
外 

ロ 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
そ
の
他
の
意
見
の
概
要 

 

⑴ 

畑
医
院
交
差
点
の
右
折
が
困
難
な
た
め
、
大
渋
滞
が
見
込
ま
れ
る
こ
と
か
ら
渋
滞
緩
和

の
た
め
、
信
号
を
矢
印
式
信
号
に
変
更
を
要
望
。 

 

⑵ 

「
下
上
尾
」
バ
ス
停
留
所
の
位
置
が
移
設
さ
れ
た
が
、
降
り
て
す
ぐ
側
に
バ
リ
ュ
ー
プ

ラ
ザ
の
車
両
入
り
口
が
あ
り
、
バ
ス
停
車
時
に
避
け
て
き
た
車
両
と
接
触
事
故
を
起
こ
す

可
能
性
が
高
い
た
め
、
バ
ス
停
の
位
置
を
元
に
位
置
に
戻
す
よ
う
要
望
。 

 

⑶ 

車
両
の
入
出
庫
が
夜
間
で
も
確
認
で
き
る
よ
う
に
し
た
い
た
め
、
イ
オ
ン
上
尾
の
ス
ロ

ー
プ
出
入
口
箇
所
に
パ
ト
ラ
ン
プ
の
設
置
を
要
望
。 

 

⑷ 

事
故
防
止
の
た
め
、
出
入
口
箇
所
に
交
通
誘
導
員
の
常
時
配
置
を
要
望
。 

 

⑸ 

ブ
リ
ッ
ジ
が
架
か
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
バ
リ
ュ
ー
プ
ラ
ザ
の
上
尾
の
サ
イ
ン
（
屋
外
広

告
）
の
視
認
性
が
悪
く
な
っ
た
た
め
、
ブ
リ
ッ
ジ
に
バ
リ
ュ
ー
プ
ラ
ザ
の
サ
イ
ン
の
設
置

を
要
望
。 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

令
和
二
年
四
月
七
日
か
ら
令
和
二
年
五
月
七
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
県
央
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 


